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現在、厚生労働省の社会保障審議会等において、令和５年度および６年度の国民医療費

の動向ならびに、令和６年度診療報酬改定の影響を調査したうえで、令和８年度診療報酬

改定に向けた議論が行われています。 

本レポートでは、次回改定への基本的な考え方と主な論点について解説します。 

 

 

（１）改定に当たっての基本認識 

改定に当たっての基本認識（骨子案）としては、「日本経済が新たなステージに移行しつ

つある中での物価・賃金の上昇、人口構造の変化や人口減少の中での人材確保、現役世代

の負担の抑制努力の必要性」「2040年頃を見据えた、全ての地域・世代の患者が適切に医療

を受けることが可能かつ医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制の構

築」「医療の高度化や医療DX、イノベーションの推進等による、安心・安全で質の高い医療

の実現」「社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和」となっていま

す。 

まもなくこの骨子案から基本方針案が作成され、発表される予定です。 

 

（２）改定の基本的視点と具体的方向性 

①物価や賃金、人手不足等の医療機関を取り巻く環境の変化への対応 

重点課題として、医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及

び委託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応と賃上げや業務効率化・負担軽減等の業

務改善による医療従事者の人材確保に向けた取り組み等が挙げられています。 

 

■具体的方向性 

●医療従事者の処遇改善 

●業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進 

●タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進 

●医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策 

●診療報酬上求める基準の柔軟化 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の基本方針（骨子案の概要）より 
  

１│令和８年度診療報酬改定の基本方針（骨子案）     
 

令和８年度診療報酬改定の基本方針 1｜ 
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②2040 年頃を見据えた医療機関の機能分化・連携と地域における医療の確保 

かかりつけ医機能・かかりつけ歯科医機能・かかりつけ薬剤師機能の評価や、外来医療

の機能分化と連携、医療従事者確保の制約が増す中で必要な医療機能を確保するための取

り組み等が議論されています。 

 

■具体的方向性 

●患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価 

●「治し、支える医療」の実現 

・在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能（緊急入院等）を担う医療機関の評価 

・円滑な入退院の実現 

・リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進 

●かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価 

●外来医療の機能分化と連携 

●質の高い在宅医療・訪問看護の確保 

●人口・医療資源の少ない地域への支援 

●医療従事者確保の制約が増す中で必要な医療機能を確保するための取り組み 

●医師の地域偏在対策の推進 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の基本方針（骨子案の概要）より 

 
③安心・安全で質の高い医療の推進 

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や、医療DXやICT連携を活

用する医療機関・薬局の体制の評価、口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科

医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化

の推進等が具体的方向性として示されています。 

 

■具体的方向性 

●患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価 

●アウトカムにも着目した評価の推進 

●医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価 

●質の高いリハビリテーションの推進 

●重点的な対応が求められる分野（救急、小児・周産期等）への適切な評価 

●感染症対策や薬剤耐性対策の推進 

●口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機

能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進 

●地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務

の対人業務の充実化 

●イノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の基本方針（骨子案の概要）より 
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④効率化・適正化を通じた医療保険制度の安全性・持続可能性の向上 

後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、OTC類を含む薬剤自己負担の在り方の見直しとい

った薬品等の扱いについて議論がされています。 

また、医療DXに関連して電子処方箋の活用や医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取

り組みによる医薬品の適正使用等の推進等も具体的方向性として挙げられています。 

 

■具体的方向性 

●後発医薬品・バイオ後続品の使用促進 

●OTC類似薬を含む薬剤自己負担の在り方の見直し 

●費用対効果評価制度の活用 

●市場実勢価格を踏まえた適正な評価 

●電子処方箋の活用や医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取り組みによる医薬品の適正使用

等の推進 

●外来医療の機能分化と連携（再掲） 

●医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価（再掲）  等 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の基本方針（骨子案の概要）より 

 

 

社会保障審議会等において、歯科医療についての診療報酬改定に向けた論点としては、

「歯科疾患・口腔機能の管理等の生活の質に配慮した歯科医療」「多職種連携」「歯科衛生

士・歯科技工士の定着・確保」「歯科治療のデジタル化等、その他」等が挙げられています。 

 

■令和８年度診療報酬改定に向けての論点 

●患者歯科疾患・口腔機能の管理等の生活の質に配慮した歯科医療 

●多職種連携 

●歯科衛生士・歯科技工士の定着・確保 

●歯科治療のデジタル化等    その他 

厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ より 

 

２│歯科医療における診療報酬改定の重要項目     
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診療報酬における歯科疾患・口腔機能の管理等には、「口腔機能管理料」「小児口腔機能

管理料」「歯科疾患管理料」「歯科矯正相談料」等がありますが、次期改定にむけて評価の

内容や説明方法、また、継続的・計画的な管理方法等において詳細な点まで議論されてい

ます。 

歯科矯正においては、保険診療で行う歯科矯正や顎変形症治療について適切な運用が必

要だとされ、歯周病については、「歯周病安定期治療」と「歯周病重症化予防」の違いと管

理方法を、患者にもわかりやすい形に整理するべきとの意見が出ています。 

以下はその議論の具体的内容です。 

 

 

歯科疾患及び口腔機能の管理については、歯科疾患や口腔機能の症状や状態に応じて、

歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料または口腔機能管理料で主に評価しています。しか

し、関連学会が示している口腔機能低下症や口腔機能発達不全症の診断基準に該当してい

るものの、口腔機能に特化した特別な管理が行われていない患者が存在しています。 

 

■歯科疾患及び口腔機能の管理の評価 

 

厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ より 

１│歯科疾患及び口腔機能の管理に係る診療報酬の位置づけ     
 

生活の質に配慮した歯科医療をめぐる議論 ２｜ 
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近年、歯科医院を受診する患者像は多様化してきており、歯科疾患の管理に際しては、

口腔内の状況以外の様々な情報を踏まえたうえで管理が行われています。 

なお、下図の通り、現状においては管理計画策定・説明等の負担感は初診と再診で変わ

らないとする意見が約半数との結果が出ており、検討すべきとしています。 

 

■歯科疾患管理料に係る管理内容 

 

 

 

歯周病は進行・再発しやすい疾患の

ため、重症化を予防し、安定した歯周

組織を維持できるように患者のモチベ

ーションを高め、歯科医学的な立場か

らプラークコントロールを中心とした

継続的な疾患管理を行うことが重要で

す。継続管理は歯科医療従事者が行う

プラークコントロール、SC、SRP、PMTC

またはPTC、咬合調整などを主体とした

定期的な治療から成り立っています。 

上下共 厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ より 

２│歯科疾患管理料の管理内容について     

３│歯周病における継続治療の考え方     
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令和６年度診療報酬改定において、学校歯科健診で咬合異常等を指摘された場合の専門

医療機関における相談等に関する評価が新設されたものの、歯科矯正相談料２の算定が多

いため、どの保険医療機関においても、患者に対して適切に説明ができるよう質の担保・

向上が必要だと指摘されています。 

 

■歯科矯正相談の流れ 

 

厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ より 

 

■歯科矯正治療の適応について 

保険診療における歯科矯正は、先天的な発育異常や全身疾患等と咬合異常との関係が明らかな下

記の症例に限定されているが、咬合異常と有意に関係する先天性欠損歯を有する患者は対象とな

っていない。 

●厚生労働大臣が定める疾患（唇顎顎口蓋裂ほか65疾患）に起因した咬合異常 

●３歯以上の永久歯萌出不全（前歯及び小臼歯の永久歯のうち３歯以上の萌出不全がある場合

に限る。）に起因した咬合異常（埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。） 

●顎変形症（顎離断等の手術を必要とするものに限る。） 

厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ より 

  

４│歯科矯正相談の流れ     
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歯科医療における多職種連携とは、病診連携、医科歯科調剤薬局連携等が主なものとな

っています。社会保障審議会での議論では、医科医療機関との糖尿病患者に対する連携や

調剤薬局との連携が着実に推進できるように実効性のある双方向での評価を求めています。 

また、リハビリテーション栄養・口腔管理の一体的な取り組みにおいても歯科受診は不

可欠とされており、要介護者にあっては、歯科を受診した方が誤嚥性肺炎の発症が減少す

るというデータも出ています。 

 

 

医科点数表においては、歯科医院や歯科医師との連携に対する評価が多く占めています。

さらに、令和６年度診療報酬改定では、生活習慣病管理料の通知で糖尿病患者に対する歯

科受診の推奨が追加されています。 

さらに調剤点数表でも、一部の項目で歯科医院との連携に関しても評価されています。 

 

■医科点数表にて評価されている、歯科医院や歯科医師との連携に関する主な項目 

 

厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ より 

１│多職種による診療報酬上の評価     
 

歯科医療における多職種連携 ３｜ 
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医科の入院患者において、歯科受診の必要性があるにも関わらず、あまり連携が進んで

いません。 

入院時に連携加算を受けた患者が、退院後に歯科受診した割合は8.8％で、連携加算算定

なしの患者が、退院後に歯科受診した割合は8.7％とほとんど変わりません。 

この数値からも依然として医科歯科連携が進んでいない状況が浮き彫りとなっています。 

 

■入院患者のうち、加算の算定有無による退院後の歯科受診率 

 
 

 

糖尿病患者の対する歯周病治療の介入による効果は、様々な論文等で報告されています。 

 

■歯周治療の積極的な介入/通常のケア無しにおける６カ月後の比較 

 

２│リハビリテーション・栄養・口腔管理の連携体制やその連携に係る評価     
 

３│糖尿病患者の医科歯科連携の効果     
 

上下共 厚生労働省： 

社会保障審議会 歯科医療 

その２ より 
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約６割の歯科医院において、医科医療機関からの診療情報提供や共有の依頼がされてい

ます。 

 

■医科医療機関からの診療情報提供や共有の依頼の有無と依頼内容 

 

 

■令和６年度診療報酬改定による糖尿病患者の医科歯科連携の推進 

 

上下共 厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ より 

４│医科医療機関からの情報提供・共有状況や医科歯科連携の推進     
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社会保障審議会では、歯科治療のデジタル化について、歯科治療の効率化や業務負担の

軽減につながり、貴金属材料価格に左右されない安定的な歯科医療に資するということで

あれば、次期改定において適用を拡大することが望ましいと議論されています。 

「CAD/CAM冠」の適用範囲は広がっていますが、咬合力が強い症例では適用できないなど

保険適用となる症例に制約がかかる部分があるため、その範囲を見直すことが求められて

います。ただし、「CAD/CAM冠」に関しては、金属と比較して耐久性が低く、適用を拡げる

ことで補綴物の破損が増えることも想定されることから、患者が不利益を被らないような

対応も合わせて検討が必要との意見もありました。 

また、光学印象は、患者負担の少なさ等がメリットである一方で、保険上の評価（点数）

はまだ十分とは言えないとの意見もあります。 

 

 

CAD/CAM装置（３次元プリント有床義歯制作装置）を用いて、作業模型で間接法により造

形製作された総義歯を３次元プリント義歯と言います。 

この義歯は令和７年12月に保険適用される予定で、令和８年度改定までは、通常の「有

床義歯」の評価が準用され、令和８年度の診療報酬改定で正式に評価されると思われます。 

有床義歯制作をデジタル化することで、一般的な義歯制作に比べて、５時間程度の制作

時間短縮効果があること等が報告されています。 

 

■３Ｄプリント（上）と一般的（下）な義歯制作工程 

 

厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ より 

１│CAD/CAMプリンターを利用した３次元プリント有床義歯の概要    
 

４｜ 
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デジタル技術を用いた歯科治療（CAD/CAM冠や光学印象）は、作業時間の短縮（歯科治療

の効率化）や業務負担軽減等の効果があります。CAD/CAM冠は全部鋳造（金属）冠と比較し

て制作時間が約15分短く、技工業務の効率化や負担軽減効果が数多く報告されています。 

また、デジタル（光学）印象は、今までの印象法と比較して、当該行為に係る診療時間

が６分程度短くなっています。 

次期改定を巡っては、デジタル化によるCAD/CAM冠の利用が推進されるよう提言が出され、

議論されています。 

 

■CAD/CAM 冠と全部鋳造冠の製作時間(分)     ■従来の印象と光学印象の作業時間(秒)  

 

厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ より 

 

 

歯冠修復においては、次ページの図のとおり、前歯、小臼歯、大臼歯という部位によっ

て、保険適用できる金属材料や非金属材料が違っています。 

その中で、デジタル化によるCAD/CAM冠は、金属を使わない白い被せ物として、近年保険

適用が拡大してきました。一方で、現場では、咬合力が強い症例だと適用できない、口腔

内の状態（歯ぎしりなど）によって保険算定が難しいなど、白い歯のニーズは非常に大き

いのに、保険として使えないケースがまだ多いといった声があるため、「メタルフリーが一

層推進されるような対応を」という意見が出され、現在議論が継続しています。 

２│歯科治療のデジタル化による効果     
 

３│CAD/CAM冠適用部位拡大     
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■歯の部位と歯冠修復の種類（金属材料・非金属材料） 

 

 

大臼歯に適応されるCAD/CAM冠等に関しては、長期的かつ安定的に使用する観点から、咬

合支持等の要件が設定されています。 

他方で、金属アレルギーを有する患者については、特に制限が設けられていません。 

 

■CAD/CAM冠等の大臼歯の適用症例について 

 

上下共 厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ より 
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■参考資料 

厚生労働省：社会保障審議会 歯科医療その２ 

      令和８年度診療報酬改定の基本方針（骨子案の概要） 
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